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毎週水・木曜日
午後1時30分〜午後4時30分

北名古屋市役所東庁舎
ミーティングルーム

（北名古屋市熊之庄御榊60番地）
消費生活専門相談員 北名古屋市　商工農政課

☎（0568）22‐1111（代表）

清須市　産業課
☎（052）400‐2911（代表）

毎月第１〜４火曜日
午後1時30分〜午後4時30分

清須市役所本庁舎  相談室
（清須市須ヶ口1238番地)

消費生活専門相談員

司法書士

第２水曜日
午後6時〜午後8時

清洲市民センター  研修室　
（清須市清洲弁天96番地1）

第４土曜日
　午前10時〜正午

清須市役所本庁舎  相談室
（清須市須ヶ口1238番地)

相談窓口開設日

と き 会 場

（水）７月16日

10月22日

（水）８月20日

（水）９月17日

（水）

11月19日

12月10日

（水）

（水）

（水）１月21日

（水）２月18日

（水）３月18日

役場３階
会議室３

近隣市の消費生活相談窓口

自治体名 と　き※ ところ 相談員 問合せ

愛知県の消費生活相談窓口（中央県民生活プラザ）

相談名 と　き※ ところ 相談員 問合せ

北名古屋市

毎週月〜金曜日
午前9時〜午後4時30分
毎週土・日曜日
午前9時〜午後4時

毎週月〜金曜日
午前9時〜午後5時15分
毎週土・日曜日
午前9時〜午後4時30分

毎週火・木曜日
午後1時〜午後4時

消費生活専門相談員

専門の相談員

弁護士・司法書士

☎（052）962‐0999

☎（052）962‐5100　
　（052）972‐6001
※土日は　（052）961‐1317

☎（052）962‐5100
　（052）972‐6001

清須市

愛知県中央県民生活プラザ
（愛知県自治センター1階、
名古屋市中区三の丸3-1-2）
とよやまタウンバス

「愛知県庁前」下車徒歩約5分

消費生活相談

多重
債務
相談

多重債務

法律相談
（予約制）

被
害
を
防
ぐ
た
め
に

愛知県や北名古屋市・清須市の相談窓口を利用していただくこともできます。
弁護士や司法書士による法律に関する相談窓口もあります。

本町の消費生活相談窓口本町の消費生活相談窓口
町では毎月1回、専門の消費生活
相談員1名による、無料の相談窓
口を開設しています。秘密は厳守
しますので、安心してご利用くだ
さい。

Ｑ．予約は必要ですか？
Ａ．予約は必要ありません。右記

相談日に直接お越しくださ
い。トラブルの内容がわかる
資料をお持ちいただくと相談

　　が円滑に進みます。
Ｑ．当日、相談会場に行けないの
　　ですが。
Ａ．相談日当日は、電話による相

談も可能です。役場都市計
画課地域振興係にご連絡く
ださい。相談員におつなぎ
します。ただし、先に相談
者がいる場合、すぐに対応
できない場合もありますの
でご了承ください。

※ 祝日等は除く。

いずれも午後1時〜午後3時


